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分 医 発 第 2 3 3 3 号

令 和 7 年 9 月 2 5 日

各郡市等医師会担当理事 殿

大 分 県 医 師 会

常任理事 吉 賀 攝

医薬品副作用被害救済制度等の周知・広報について

標記について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構より日本医師会宛に通知が

発出された旨､日医担当理事より別紙のとおり通知がありましたので、貴会会員への

周知方よろしくお願い申し上げます。



日医発第 1042号（法安） 

令和７年９月 19日 

都道府県医師会 

担当理事 殿 

 

日本医師会   

常任理事 藤原 慶正 

（公 印 省 略） 

 

医薬品副作用被害救済制度等の周知・広報について（協力依頼） 

 

 医薬品副作用被害救済制度は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成 14年法律第

192 号）に基づく公的制度であり、医薬品の副作用等により入院が必要な程度の疾病や障害

等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う

ものです。 

  

 実施主体である独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）では、同制度等に関して医

療関係者に向けた周知活動を継続的に実施しており、毎年、「薬と健康の週間」（10 月 17 日

から 23日まで）をはじめ、12月までの約３ヵ月間にわたり集中広報を展開しています。 

集中広報の期間においては、テレビ CMの放映、医療関係専門誌への広告の掲載等の様々な

媒体を介したインターネット広告の配信等を積極的に行い、e ラーニング講座や出前講座等

の具体的な制度周知に係る取り組みも行っていく予定です。 

 今般、別添のとおり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）より本会に対して、

同機構が実施する医薬品副作用被害救済制度等の周知・広報について、周知方依頼がありま

した。 

 

つきましては、貴会におかれましても、別添をご参照のうえ、管下会員への周知にご協力

賜りますようお願い申し上げます。 



薬機発第５７３８号 

令和７年９月 17 日 

公益社団法人日本医師会 

担当理事 殿 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

理 事 長 藤原 康弘 

（ 公 印 省 略 ） 

医薬品副作用被害救済制度等の周知・広報について（協力依頼） 

平素より当機構の業務にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当機構では、医薬品副作用被害救済制度等（以下「救済制度」という。）に

関して、患者への制度利用の橋渡しを行っていただくこととなる医療関係者に向け

て周知活動を継続的に実施しておりますが、今後も、救済制度に対する理解を一層

深めていただくため、下記のとおり取組・対応を行ってまいりますので、貴法人等

の会員及び役職員の皆様にご周知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

記 

１ 集中広報の実施について 

○ 毎年、「薬と健康の週間」（10 月 17 日から 23 日まで）をはじめ、12 月まで

の約３ヵ月間にわたり集中広報を展開しています。 

○ 本年も、令和７年８月 22 日付の厚生労働省医薬局総務課医薬品副作用被害

対策室長通知（別添１参照）にもあるように、集中広報の期間において、テレ

ビ CM の放映、医療関係専門誌への広告の掲載、様々な媒体を介したインター

ネット広告の配信等を積極的に行っていく予定です。 

○ 「救済制度の案内リーフレット」（別添２参照）のほか、「制度解説小冊

子」や「A3・B4 ポスター」等の広報資料をご用意しており、ご連絡をいただ

ければ無料でお送りいたします。当機構ホームページにも救済制度に関する

情報や各種広報資料を掲載しておりますので、周知にご活用ください。 

【救済制度に関する相談窓口・各種広報資料の郵送相談】 

電話：0120-149-931（フリーダイヤル）Ｅメール： kyufu@pmda.go.jp 

【救済制度の情報や各種広報資料】 

URL：https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html 

mailto:kyufu@pmda.go.jp
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0001.html


２ e ラーニング講座を活用した制度周知について 

○  e ラーニング講座は、医療機関や薬局における研修等で活用いただけるよう、

以下の情報を網羅しています。 

第１部：医薬品副作用被害救済制度について［約 16 分］ 

・制度創設の背景 

第２部：救済制度の仕組みと請求の流れ［約 17 分］ 

・制度の仕組み 

・救済給付の請求から支給・不支給決定と給付金支給までの流れ 

・請求時の必要書類（副作用疾病の治療を行った医師の診断書や処方を行っ

た医師の投薬・使用証明書等） 

・救済給付の対象となるような健康被害事例が生じた場合の院内での対応例 

・各種統計データ 

第３部：支給・不支給の事例紹介と適正使用のお願い［約 16 分］ 

・支給・不支給の決定のために必要な情報と医学的薬学的判定を要する事項 

・救済給付の対象・対象外とされた請求の事例（対象外は医薬品の使用目的・

方法が適正であったと認められなかったもの等） 

 

 ○ 「第３部：支給・不支給の事例紹介と適正使用のお願い」について、10 月 17

日に紹介事例の更新を予定しておりますので、すでにご視聴済みの方もぜひご

視聴ください。 

 ○ 医療法施行規則に規定する、医薬品安全管理責任者が行う「従業者に対する

医薬品の安全使用のための研修」にも活用いただけます。 

 ○ e ラーニング講座は、救済制度の特設サイトに掲載しており、PC のほかスマ

ートフォンやタブレットからも視聴可能です。個人での視聴も研修等での視

聴・受講もできます。ユーザー登録の必要はなく、「動画」をクリックすれば直

ちに音声付き動画が再生されます。 

 ○  視聴後に講座内容の理解度等についてアンケートを行える仕様としており、 

    研修等で活用いただく際は、「視聴・受講者数」や「アンケート結果」、「受講確

認」等を主催者にご提供することも可能です。 

○  eラーニング講座を保存したDVDを無償でご提供することも可能ですので、

ご希望の場合は、事前に eラーニング講座に関する照会先までご連絡ください。 

 

【e ラーニング講座に関する照会先】 

電話：03-3506-9460 Ｅメール：kyufu@pmda.go.jp 

【e ラーニング講座】 

URL：https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general06.html 

 

 

mailto:kyufu@pmda.go.jp
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/general06.html


３ 出前講座による制度周知について 

 ○ 出前講座は、e ラーニング講座と同様の情報を網羅しており、当機構職員を

研修会場に講師として派遣する対面形式での講義のほか、Webex や Zoom 等に

よるオンライン講義・録画講義等、研修等の様々な開催方法に応じた対応が可

能です。 

 ○ また、交通費、謝礼金等は一切いただいておりませんので、出前講座を   

ご希望の場合は、出前講座に関する照会先（e ラーニング講座に関する照会先

に同じ）までご相談ください。 

 

【出前講座に関する照会先】 

電話：03-3506-9460 Ｅメール：kyufu@pmda.go.jp 

【医薬品副作用被害救済制度等に関する講演（出前講座）について】 

URL：https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0051.html 

 

mailto:kyufu@pmda.go.jp
https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0051.html


 

医薬副発 0822第２号 

令和７年８月 22 日 

 

（別記） 殿 

 

                      厚生労働省医薬局総務課 

                      医薬品副作用被害対策室長 

                      （公  印  省  略） 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する健康被害 

救済制度に関する集中広報の周知について（協力依頼） 

 

平素より厚生労働行政の推進にご協力を賜り感謝申し上げます。 

 

医薬品副作用被害救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度（以下「健康

被害救済制度」という。）は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成 14

年法律第 192 号）に基づく公的制度であり、医薬品の副作用等により入院が必

要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療

手当、障害年金などの給付を行うものです。 

 

本制度については、医薬品の副作用等で健康被害に遭われた方々が適正かつ

迅速に当該給付を受けられるよう、広く国民や医療関係者に認知・理解いただく

必要があることから、制度の運営主体である独立行政法人医薬品医療機器総合

機構（以下「機構」という。）において、毎年、10月 17日から 23日までを「薬

と健康の週間」、10月から 12月までの約３か月間を「健康被害救済制度集中広

報期間」として、国民及び医療関係者における制度の認知度・理解度の一層の向

上を目的とした広報活動を積極的に展開しており、今年度も下記のような広報

を実施することとしております。 

 

つきましては、貴職においてご了知のうえ、貴法人等の会員及び役職員又は管

下の医療機関等に周知いただくとともに、会報誌やホームページへの掲載や機

構ホームページのリンク先を紹介するなど、広報にご協力いただきますようお

願い申し上げます。（https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html） 

 

また、機構では、リーフレット、ポスター、その他広報資料を無料で配布し

ており、機構ホームページからもダウンロードすることができますので、ご活

用ください。（https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0063.html） 

 

 

 

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
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記 

 

集中広報の実施内容（予定） 

○ 著名人を使った全国でのテレビＣＭの放映 

○ 大手インターネットメディアを活用した制度の紹介動画やＷＥＢ広告

の配信 

○ 病院や薬局のビジョンを使用した動画放映 

○ 医療関係の専門誌や学会誌への広告掲載  等 

 

※ 別添にて広報例（原稿）をお送りします。広報誌に掲載するなどのため

に電子媒体をご希望の場合には、機構または当室までご連絡ください。 

 

（本件に関する照会先） 

独立行政法人医薬品医療機器総合機構 健康被害救済部企画管理課 

Ｅメール：kyufu@pmda.go.jp 

 

○広報資料請求・救済制度に関する相談窓口 

電話番号：０１２０－１４９－９３１（フリーダイヤル） 

受付時間：（月～金）９時～17時（祝日・年末年始を除く） 

 

（本件通知担当者） 

厚生労働省医薬局総務課医薬品副作用被害対策室 

大島（内線2717）、鵜池（内線2902） 

（代表電話）０３－５２５３－１１１１、（直通電話）０３－３５９５－２４００ 

Ｅメール：fukutai01@mhlw.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（別記） 

公益社団法人 日本医師会 担当理事 

公益社団法人 日本歯科医師会 会長 

公益社団法人 日本薬剤師会 会長 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 会長 

公益社団法人 日本看護協会 会長 

公益社団法人 日本医療ソーシャルワーカー協会 会長 

 

一般社団法人 日本医療法人協会 会長 

公益社団法人 全日本病院協会 会長 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 会長 

公益社団法人 日本精神科病院協会  会長 

一般社団法人 日本病院会 会長 

独立行政法人 国立病院機構 理事長 

独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長 

公益社団法人 全国国民健康保険診療施設協議会 会長 

一般社団法人 全国公私病院連盟 会長 

社会福祉法人 恩賜財団済生会 会長 

日本赤十字社 社長 

国家公務員共済組合連合会 理事長 

社会福祉法人 北海道社会事業協会 会長 

全国厚生農業協同組合連合会 会長 

健康保険組合連合会 会長 

全国健康保険協会 理事長 
独立行政法人 地域医療機能推進機構 理事長 

一般社団法人 日本保険薬局協会 会長 

公益社団法人 全日本医薬品登録販売者協会 会長 

一般社団法人 日本医薬品登録販売者会 会長 

 

国立健康危機管理研究機構 理事長 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 理事長 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 理事長 
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